
 

 

質問を終えて…高村 

知事や健康福祉部長は医療介護の制度が県民のみなさんに不安と悲しみをもたらし

ているのに、国言いなりの冷たい答弁です。県議会もほぼ知事と同じ対応姿勢です。皆

さんの切実な願い実現へ看護の心でいっそう頑張らねば！と決意を新たにしました。 

 

 

２月県議会の報告です。 

高村京子県議が行った一般質問と答弁の要旨を紹介します。 

（2月 27日） 

 

安心してお産できる長野県へ 
 大町市立病院のお産の取り扱いが 3 月で中止されるなど、この 10年間で県内のお産を取

り扱う病院は 43→25に、4 割も減っています。党県議団は「安全・安心のお産を信州で」

とのパンフレットを作成し、助産師への支援や苛酷な産婦人科医師の勤務の改善などを提言

してきましたが、高村議員はこの提言に沿って質問を行いました。 

高村議員は、助産所の開設や助産所外来の設置など、助産師の専門性を生かす体制が必要

であること、また女性医師など院内で働く女性の働きやすい環境整備として、院内保育所の

設置への支援を求めました。健康福祉部長は、助産師が活躍できる環境の整備や人材育成に

力を入れること、また院内保育所への施設整備と運営費への助成を行う、と答弁しました。 

 

中途失明者の在宅訓練 指導員の身分保障を 
 県は中途失明者の在宅生活訓練を、視覚障害者協会に事業委託していますが、協会の指導

員の身分は不安定でボランティアのような状態です。高村議員からの「指導員の専門職とし

ての身分保障を行って、全県への指導員派遣が安定充実するように」との求めに、県は体制

について充実を図ってまいりたいと応じました。 

 65歳になった全盲の方が、障害福祉サービスから介護サービスの利用を優先するように指

導され、それまでのサービスが受けられなくなった問題で、「適切なサービスが受けられるよ

う障害福祉サービスとの併用ができるとの国からの連絡が来ているはず」と質し、県は通知

を周知すると応えました。 

 

県有料道路 料金無料化の検討を 

 三才山、新和田、平井寺トンネルの料金に

ついて、これら３トンネルの通行料金収入は

建設費をすでに上回っていることを、パネル

（右図）も使って示し、すでに建設費の償還

が終わっているはずの３トンネルからの通行

料金が後から建設した道路の償還に充てられ

ていると指摘。3トンネルの料金軽減・早期無料化を強く求めました。 

また信大病院やこども病院、鹿教湯三才山リハビリセンター病院への通院などに頻繁に利

用する人の負担は大変であり、障がい者認定を受けた人の通行料金はただちに無料にすべき

と迫りました。阿部知事は、「障がい者の皆さんの利用料金については、独自の工夫をする余

地があるか検討をする」と答えました。 

 

 

 

 

ふじおか義英県議が日本共産党県議団を代表して 

質問を行いました。代表質問と答弁の要旨を紹介します。 

日本共産党県議団が行った県民アンケートでは 87.8％が「暮らし向

きが悪くなった」と回答しています。藤岡県議は「国の悪政の推進者

となるのか、それとも悪政の防波堤の役割を果たすのか」と知事の姿

勢を質しました。                 （2 月 25 日） 
 
 
 

「地方創生」・原発・TPP… 国の悪政にノーと言えない 
◆地方が疲弊してきた原因は、輸入自由化による農林業つぶし、非正規雇用の拡大、商店街

つぶしなど、歴代の自民党政治によるものです。藤岡県議は、地方切り捨て、自治体再編の

先には「道州制」の狙いがあると、「地方創生」の本質を指摘。「消滅自治体」を名指しして

脅すような政府の手法についても厳しく質しました。知事は地方創生を評価するとし「しっ

かり応えていくことが重要」と答弁しました。藤岡県議は、「地域循環型経済への転換こそ必

要」として、県産材利用や自然エネルギーの普及などを提案しました。 

 

◆原発を「ベースロード電源」と位置づけ、次々と再稼動を進めようとしている政府の動き

について見解を求めましたが、知事は「可能な限り減らしていく必要がある」と述べるにと

どまりました。  （裏面に続く） 
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質問を終えて…藤岡 

知事の本音が表れた答弁でした。「福祉の心」のない県

政では県民のくらしも命も、平和も守れません。県政

を転換させるためにも、全力でがんばります。 

◆TPP 交渉では、撤退をハッキリ主張すべきと求めましたが、知事は「重要品目を関税撤廃

の例外とするよう国に要請する」と答弁。藤岡県議は、日米協議ですでにコメ・牛肉・豚肉・

乳製品などの低関税・無関税が検討されていることを挙げ、「重要品目が守られないことが明

らかになったのに撤退を表明できない知事は、本気で長野県の農業再生を考えていない」と

指摘しました。政府の JA 改革案についても「期待している」と表明しました。 

 
 

福祉灯油  知事答弁「何度要請されてもやらないものはやらない」 
◆国の交付金により、低所得者向けの灯油購入助成（福祉灯油）の実施が可能になりました。

しかし県は割り振られた交付限度額 21 億円のほぼ全額を「ふるさと名物商品」「ふるさと旅

行券」に充てています。藤岡県議は、寒くてもストーブを付けられず暮らしている方がおら

れること、「要援護世帯にとっては死活問題」として「生活と健康を守る会」が何度も要請し

ていることなどを紹介し、「国は、県の実施も想定している。市町村との共同実施を検討すべ

き」と求めました。 

阿部知事は「市町村が実施すべき」とした上で、「何度要請されても、やらないものはやらな

い」と冷たい答弁でした。 

 

◆子どもや障害者の医療費窓口無料化は、石川県・岩手県で新たに実施されることとなり、

未実施は８都府県です。長野県では、入院の助成対象が中学卒業までに拡大され歓迎される

ものですが、窓口無料化には踏み切らないままです。窓口無料化を求める署名は知事に 8 万

筆、さらに県議会に 2万筆が寄せられています。藤岡県議は、実現を急ぐべきと迫りました

が、知事は実施を表明しませんでした。 

また、１レセプト 500 円の自己負担金が重くのしかかっている現状をパネルも使って説明

しましたが、知事は「特定のケースだけを念頭において制度設計を改めるということにはな

り得ない」と答弁。 

 

◆国の社会保障制度の大改悪では、介護サービスの切り捨て、後期高齢者医療保険料の値上

げ、国保料の引上げや徴収強化につながる都道府県単位化など「老いも若きも大負担増」が

狙われており、「反対すべき」と迫りましたが、知事は「子どもの医療費もそうだが、受益、

受益、受益では制度設計できない。国の改革は避けて通れない」と答弁でした。 

藤岡県議は、子どもの医療費では、岩手県が「手持ちのお金が無い場合に受診をためらう要

因になる」と、導入に踏み切ったことを紹介。国保では無職や非正規雇用の方が多く加入し

高すぎる国保料が払えず受診できないなどの実態を示し、「知事答弁には福祉の心がない」と

指摘しました。 

リニア建設に寄せられる不安・懸念  県は地元の声代弁を 
リニア建設による生活・環境破壊など、地元の不安に対し、JR 東海と地元自治体が協定書

を結ぶことなど「県は地元の声を代弁して交渉を」と要望。企画振興部長は、「文書の取り交

わしは有効な手段。引き続き JR 東海に求めていく」と応じました。知事には、「現地に足を

運び緊急に懇談を行うべき」と求め、また「リニアよりむしろ飯田線など地域の公共交通へ

の支援に振り向けるべき」と主張。さらに市町村のデマンドタクシー、タクシー利用券の取

り組みへの支援も求めました。 

 

県独自の被災者生活支援の検討始まる 住民の思いに沿った支援を 
昨年は災害が頻発しました。藤岡県議は「これまでの県の支援の到達点を活かし発展させる

ことが重要」として、①神城断層地震での復興村営住宅の建設に対して県の支援を、②栄村

での地震や御嶽山噴火の際の復興基金と同様に、神城断層地震でも基金創設を、③県が検討

中の、全県統一的な被災者生活再建支援については、被災者の視点に立ち思いや願いに沿っ

たものに、と求めました。阿部知事は「被災市町村から基金創設の要望は伺っていないが、

思いに寄り添った復興に努める」、企画振興部長は「生活安定確保、地域コミュニティの持続

も視野に入れながら市町村と検討していきたい」とそれぞれ答弁しました。 

 

◆浅間山の噴火に伴う土砂災害に備えて準備されているコンクリートブロックの備蓄基地に

ついては関係する住民の声を聞き慎重に対応すべきとの声もあることから、「事業主体である

国に対して地域の実情に合わせて早急に対応するよう県から働きかけを」と要望しました。 

 

◆県内の廃棄物最終処分場において、放射性物質を含む焼却灰が埋め立てられた後に「処分

場廃止」されたことについては、近隣住民から不安があり、県独自の調査の継続、事業者に

も引き続き調査を求めること、などを要望。環境部長は「調査の継続に向けて準備を進める」

と答えました。 

 

この他、外交・平和問題、ブラ

ック企業など雇用問題、教育問

題などについて質問しました。 
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